
指
定
水
防
管
理
団
体
の
水
防
団
員
定
員
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

指
定
水
防
管
理
団
体
の
水
防
団
員
定
員
基
準
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

水
防
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

第
五
十
三
号

指
定
水
防
管
理
団
体
の
水
防
団
員
定
員
基
準
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

指
定
水
防
管
理
団
体
の
水
防
団
員
定
員
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
五
十
三
号

指
定
水
防
管
理
団
体
の
水
防
団
員
定
員
基
準
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

１４５

平
成
24年

2月
議
案


